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川棚警察署協議会第１回会議議事概要

日 時 令和５年１月27日(金) 13時50分～15時20分

場 所 川棚警察署４階講堂

１ 協議会

塚田会長 松尾委員 三坂委員 岸川委員 朝長委員

２ 警察署

山口署長 臼井副署長 大安刑事生活安全課長 松永交通課長

出 席 者 ３ 書 記

警務係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会における提出意見に対する推進状況につい

て、次のとおり説明があった。

(1) 年末における交通事故防止の強化について

ア 広報啓発活動の実施

。(ｱ) エレナ波佐見店における交通安全キャンペーンを実施した

(ｲ）彼杵の荘における交通安全キャンペーンを実施した。

(ｳ) 酒類を提供する飲食店に対する訪問活動を実施した。

(ｴ) ケーブルテレビにおける交通安全週間の広報を実施した。

会議の状況 イ 交通安全教育活動の実施

(ｱ) 東彼杵町坂本郷公民館における交通安全講話を実施した。

。(ｲ) 長崎県窯業技術センターにおける交通安全講話を実施した

ウ 街頭活動の実施

パトカーによる駐留警戒、交通指導取締りを実施した。

(2) 年末における犯罪抑止対策の強化について

ア 関係機関・団体と連携した犯罪抑止活動の実施

(ｱ) ケーブルテレビにおける犯罪抑止等の広報を実施した。

(ｲ) 川棚町琴見ヶ丘自治会におけるニセ電話詐欺被害防止講話

を実施した。

(ｳ) 令和４年度川棚地区金融機関防犯協会総会を開催した。

(ｴ）年金支給日における防犯キャンペーンを実施した。

(ｵ) 管内コンビニエンスストア等に対する防犯指導及びニセ電

話詐欺被害防止にかかる声掛け依頼を実施した。

イ 年末警戒の実施

(ｱ) 金融機関、コンビニエンスストア等への立寄警戒を実施した。

(ｲ) 盗難事件、飲酒によるけんか及び飲酒運転防止目的の夜間

の見せる警戒を実施した。

ウ その他情報発信活動等の実施

(ｱ) 各自治会、老人会、猟友会、小学児童等に対するニセ電話

詐欺被害防止等講話を実施した。

(ｲ) 生活安全ニュース及び交番速報の発信を実施した。

２ 諮問テーマへの協議会の答申に対する推進状況について



署長から、前回協議会における諮問テーマ「身近な犯罪の被害を

効果的に防止するための方策」に対する答申に対する推進状況につ

いて、次のとおり説明があった。

(1) 店舗周辺のパトロール活動や駐車場の警戒活動の強化について

万引き、車上狙い等の犯罪抑止を目的とした大型店舗駐車場な

どの警戒を実施した。

(2) 自主防犯の意識付けの広報について

生活安全ニュース、ミニ広報紙、ケーブルテレビ等を通じて自

主防犯の意識付けの広報を実施した。

(3) 万引き防止、車上狙い被害防止の情報発信について

、 。ミニ広報紙の配布 交番速報の大型店舗内への掲示を実施した

３ 令和４年10月から12月までの業務重点推進結果について

署長から次のとおり説明があった。

(1) 地域安全運動に伴う犯罪抑止活動の推進

ア 全国地域安全運動の実施

イ 各種広報啓発活動の実施

(ｱ) 川棚町下組郷自治会におけるニセ電話詐欺被害防止講話の

実施

(ｲ) 県立波佐見高校における薬物乱用防止講話の実施

(ｳ) 年金支給日におけるニセ電話詐欺被害防止等防犯キャンペ

ーンの実施

(ｴ) 波佐見町立小学校、保育園等における不審者対応訓練及び

防犯講話の実施

(ｵ) ケーブルテレビにおける犯罪抑止等の広報活動の実施

(ｶ) 川棚町琴見ヶ丘自治会いきいきサロンにおけるニセ電話詐

欺被害防止等講話の実施

(ｷ) 川棚駅駐輪場の自転車防犯診断の実施

(2) 金融機関等と連携した各種犯罪抑止活動の推進

ア 川棚地区金融機関防犯協会と連携した活動

(ｱ) 川棚地区金融機関防犯協会総会の開催

(ｲ) 川棚郵便局との防犯キャンペーンの開催

イ 年末警戒の実施

(ｱ) 金融機関、コンビニエンスストア等への警戒活動の実施

(ｲ) 夜間警戒活動の実施

(3) 各種犯罪検挙活動の推進

(4) 地域住民の意見・要望等の把握 「見せる」警察活動の推進、

ア 巡回連絡の推進及び地域住民からの意見・要望等の把握

イ 年末におけるパトロール活動の強化

(5) 交通事故防止対策の推進

ア 街頭活動の実施

(ｱ) 主要交差点における街頭監視及びパトカーによる駐留警戒

の実施

(ｲ) 交通事故につながる交通違反に対する交通指導取締りの実施

イ 子供の交通事故防止対策

(ｱ) 小中学校の登下校時におけるパトロール活動の実施

(ｲ) 交差点における街頭監視の実施

ウ 高齢者の交通事故防止対策



(ｱ) いきいきサロン、老人会における交通安全講習の実施

(ｲ) 運転免許証の自主返納の推進

エ 広報啓発活動

(ｱ) 夕暮れ時の早め点灯、飲酒運転根絶の広報啓発活動の実施

(ｲ) 各種キャンペーンの実施

(6) 国際テロ対策の実施

(7) 園児の車両放置被害防止訓練の実施

４ 令和５年川棚警察署業務運営重点について

署長から、令和５年における川棚警察署業務運営重点について、

次のとおり説明があった。

(1) 犯罪から県民を守る総合的な取組の推進

(2) 交通死亡事故・重傷事故抑止対策の推進

５ 業務重点推進計画について

署長から次のとおり説明があった。

(1) ニセ電話詐欺を始めとした犯罪抑止対策の推進

(2) 少年の非行及び犯罪被害防止活動の推進

(3) 各種犯罪検挙活動の強化

(4) 制服警察官による効果的な街頭活動の推進

ア パトロール活動による事件・事故の発生防止活動の推進

イ 通学路等における街頭活動の強化

(5) 交通事故防止対策の推進

ア 街頭活動

イ 高齢者の交通事故防止対策

ウ 交通事故抑止に資する広報啓発活動

(6) 国際テロ対策等の推進

６ 諮問テーマに対する答申について

署長から、協議会に対して諮問があり、協議会から次のとおり答

申があった。

(1) 諮問テーマ

高齢社会を見据え、より効果的な各種事故防止対策を推進する

ための方策

(2) 協議会からの答申

塚田会長から協議会に対し、次のとおり署長への答申内容につ

いて確認があり、全会一致で了承された。

ア 家族、地域の見守り、声掛け活動の推進

イ 情報発信活動の推進

ウ 運転免許証返納対策の推進

８ 諮問テーマの設定について

署長から、協議会に対して次のとおり諮問テーマが設定され、次

回協議会において答申されることとなった。

(1) 諮問テーマ

交通事故防止対策について

(2) 設定理由

長崎県下においては、交通死亡事故や交通人傷事故は若干の減



少傾向にある。しかし、当署においては、一昨年２人の交通死亡

事故が発生し、昨年は、統計外ではあるが、交通死亡事故１件が

発生している状況にあることから、高齢者の交通事故、子供の交

、 。通事故 歩行者の交通事故等の交通事故防止対策を推進するため

１ ニセ電話詐欺対策の推進について

ニセ電話詐欺は、長崎県内では高齢者のみならず幅広い世代に被

害が及んでおり、川棚警察管内でも発生しているため、ニセ電話詐

提 出 意 見 欺対策を推進してもらいたい。

２ 歩行者の交通事故防止の推進について

歩行者の交通事故を防ぐため、反射材の普及、目立つ格好での歩

行などの広報に努めてもらいたい。


